
大口町告示第４３号 

 

 大口町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和４年３月３１日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



大口町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱（令和

３年１２月２３日府子本発１２０３号)の規定に基づき、賃金改善を行う大口町

内に設置された子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律第６５号）第

２７条第１項に規定する特定教育・保育施設又は同法第２９条第１項に規定する

特定地域型保育事業所に当該賃金改善を行うために必要な大口町保育士等処遇改

善臨時特例事業補助金を交付することについて、町費補助金等の予算執行に関す

る規則（昭和５３年規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （補助金の対象事業） 

第２条 補助金の対象は、次に掲げる事業とする。ただし、町が設置する施設を除

く。 

 (1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 

 （補助金の種類等） 

第３条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表第１及び第２に定める額と

する。 

 （交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大口町

保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書（様式第１）（以下「申請

書」という。）に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第５条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、速やかにその旨を大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定

通知書（様式第２）により通知するものとする。 

 （変更交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けた者（以下「交付決定者」という。）が申請書の内容



を変更、中止又は廃止する場合は、大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助

金変更・中止・廃止承認申請書（様式第３）（以下「承認申請書」という。）

に、必要な書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。 

２ 町長は承認申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し適当と認め

たときは、大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更・中止・廃止承認

通知書（様式第４）により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 交付決定者は、事業が完了したときは、大口町保育士等処遇改善臨時特例

事業費補助金実績報告書（様式第５）（以下「実績報告書」という）に必要な書

類を添えて町長に提出しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第８条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容について審査し、適切と

認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、速やかにその旨を大口町保育士等

処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定額確定通知書（様式第６）（以下「額確

定通知書」という。）により交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第９条 補助金は、前条の規定による額確定通知書の通知後において、大口町保育

士等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書（様式第７）による交付決定者の請求

により交付するものとする。 

 （その他必要事項） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、令和４年１月２４日から適用する。 

  



別表第１（第３条関係） 

補
助
金
の
種
類 

補助事業名 保育士等処遇改善臨時特例事業 

性   質 事業費補助 

目   的 

保育士等の賃金改善に係る費用を補助することにより、収入

の３％程度の引き上げを行い保育士等の処遇改善につなげる

ことを目的とする。 

補
助
金
の
範
囲 

対象となる 

経費 

補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法

定福利費等（令和４年２月から９月の間に要した費用に限

る。） 

補
助
金
の
補
助
率
又
は
額 

補 助 率 １０分の１０ 

補助金の額 

補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額

の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少

ない方の額に補助率を乗じて得た額 

１ 賃金改善部分 

 補助基準額（※１）×令和３年度年齢別平均利用児童数

（見込）（※２）×事業実施月数 

２ 国家公務員給与改定対応部分 

補助基準額（※１）×令和３年度年齢別平均利用児童数（見

込）（※２）×事業実施月数 

※１ 補助基準額は、別表第２掲げる基準額表の定員区分に

応じて定められた額とする。 

※２ 令和３年度年齢別平均利用児童数（見込み）とは、令

和３年度における各月初日の利用児童数（広域利用の児

童数を含む。）の総数を１２で除して得た数をいう。な

お、算出に当たっては、令和３年１２月までは実績値と

し、令和４年１月以降は推計値とする。推計値の算出に

当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったもの 



 とすること。 

 

別表第２（第３条関係） 

定 員 

区 分 

賃 金 改 善 部 分 国家公務員給与改定対応部分 

4 歳 

児以上 
3 歳児 

1,2 歳

児以上 
乳 児 

4 歳 

児以上 
3 歳児 

1,2 歳

児以上 
乳 児 

161 人

から 

170 人 

1,020 円 1,450 円 2,850 円 5,130 円 180 円 300 円 740 円 1,270 円 

171 人

以上 
990 円 1,420 円 2,810 円 5,090 円 180 円 290 円 820 円 1,350 円 

 



 

 

様式第１（第４条関係） 

年  月  日 

 

大口町長 

 

申請者               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書 

 

     年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金について、次により交

付金を交付されるよう関係書類を添えて下記のとおり申請する。 

 

記 

 

 １．交付金交付申請額      金 ⑧         円 

 ２．    年度保育士等処遇改善臨時特例交付金所要額調書（別表１） 

 ３．    年度保育士等処遇改善臨時特例交付金所要額調書内訳書（別表２） 

 

（添付資料） 

 (1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書（別紙１） 

 (2) 賃金改善内訳(職員別内訳)（別紙２） 

 (3) 当該年度の歳入歳出予算書抄本 

 (4) その他参考となる資料 

  



 

 

様式第２（第５条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

大口町長               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました    年度大口町保育士等処遇

改善臨時特例事業費補助金について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

記 

 

補助金額                 円 

  



 

 

様式第３（第５条関係） 

年  月  日 

 

大口町長 

 

申請者               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更・中

止・廃止承認申請書 

 

     年  月  日    第    号で交付決定のあった    年度大

口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金に係る補助事業について、変更・中止・

廃止の承認を受けたいため、関係書類を添えて下記のとおり申請する。 

 

記 

 

 １．既交付決定額        金           円 

 ２．変更交付金申請額      金 ⑧         円 

 ３．    年度保育士等処遇改善臨時特例交付金所要額調書（別表１） 

 ４．    年度保育士等処遇改善臨時特例交付金所要額調書内訳書（別表２） 

 ５．変更・中止・廃止の理由 

 

（添付資料） 

 (1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書（別紙１） 

 (2) 賃金改善内訳(職員別内訳)（別紙２） 

 (3) 当該年度の歳入歳出予算書抄本 

 (4) その他参考となる資料  



 

 

様式第４（第５条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

大口町長               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更・中

止・廃止承認通知書 

 

     年  月  日付けで変更・中止・廃止の申請のありました    年度

大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金の変更・中止・廃止について、下記の

とおり決定したので通知します。 

 

記 

 

       決定内容 

変更交付申請額                 円 

既交付決定額                  円 

追加（減額）補助金額              円 

  



 

 

様式第５（第７条関係） 

年  月  日 

 

大口町長 

 

申請者               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書 

 

     年  月  日    第    号で交付決定のあった    年度大

口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金について、その事業実績を次のとおり関

係書類を添えて報告する。 

 

記 

 

 １．    年度保育士等処遇改善臨時特例交付金精算書（別表３） 

 ２．    年度保育士等処遇改善臨時特例交付金精算書内訳書（別表４） 

 

（添付資料） 

 (1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書（別紙３） 

 (2) 賃金改善内訳(職員別内訳)（別紙４） 

 (3) 当該年度の歳入歳出決算書（見込書）抄本 

 (4) その他参考となる資料 

  



 

 

様式第６（第８条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

大口町長               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金額確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました    年度大口町保育士等処遇

改善臨時特例事業費補助金について、下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

補助金額                 円 

  



 

 

様式第７（第９条関係） 

年  月  日 

 

大口町長 

 

請求者               

 

年度大口町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書 

 

     年  月  日    第    号で確定のあった    年度大口町

保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金について、下記の通り請求します。 

 

記 

 

  １．請求金額     金                円 

  ２．振込先 

    ・金融機関名 

    ・支 店 名 

    ・名 義 人 

    ・口 座 番 号 

    ・債権者コード 



別表１

申 請 者

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）
「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」

令和　年度保育士等処遇改善臨時特例交付金所要額調書

事　　業　　名 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

１．⑦欄及び⑧欄には、別表２により算出した額（※１～※２）を記入すること。

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特
例事業

合　　　　　計

※１ ※２



別表２

申 請 者

１．保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ｰ⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．施設・事業所別に記入すること。行が不足する場合は、適宜行を追加して記入すること。

２．⑨欄には、別表の第３欄に定める基準額を記入すること。

３．⑩欄は⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑪欄には、⑩欄の額を記入すること。

令和　年度保育士等処遇改善臨時特例交付金所要額調書内訳書

①

法人種別
（民営の場合）

国庫補助
所要額

国庫補助
基本額

施設（事業所）名
設置・
運営主体

施設・事業種別
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

選定額総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額

５．⑫欄には、⑪欄の額に補助率（10/10）を乗じた額を記入すること。

か所合計
※１ ※２



別紙１

令和４年 月 日

１．補助額

① 事業実施期間 令和４年 月 令和４年 月

令和３年度

② 補助見込額(賃金改善部分)

③ 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額

④ 調整後補助見込額(賃金改善部分)(②＋③)

令和４年度

⑤ 補助見込額(賃金改善部分)

⑥ 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額

⑦ 調整後補助見込額(賃金改善部分)(⑤＋⑥)

⑧ 補助見込額(国家公務員給与改定対応部分)

⑨ 調整後補助見込額合計(賃金改善部分)(④＋⑦)

⑩ 補助見込額合計(②＋⑤＋⑧)

２．賃金改善額

令和３年度

① 賃金改善見込額

②

令和４年度

③ 賃金改善見込額

⑥

⑦

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明いたします。

令和４年 月 日

施 設 ・ 事 業 所 名

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

市 町 村 名

0円

施 設 ・ 事 業 所 類 型

施 設 ・ 事 業 所 番 号

～

0円

0円

0円

0円

※ ②・⑤・⑧欄については、補助基準額、年齢別平均利用児童数(見込)及び事業実施月数により算定された金額を記入するこ
と。

※ ③・⑥欄については、同一設置者・事業者が運営する他の施設・事業所から本事業の補助額の一部を受け入れた場合には当該
金額を正の値で、他の施設・事業所へ拠出した場合は当該金額を負の値で記入すること。

0円

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

⑨ 令和４年度の賃金に関する規程について、令和３年人事院
勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下
げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映して
いないこと。

④基本給及び決まって毎月支払う手当 0円

(⑤基本給及び決まって毎月支払う手当の割合) （0.0%）

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

賃金改善額合計((①＋②)＋(③＋⑥)) 0円

⑧ 本事業による賃金改善に係る計画の具体的内容を職員に周
知している

代 表 者 名

⑩ 令和４年10月以降における本事業により講じた賃金改善の
水準維持

事 業 者 名



別紙２

賃金改善内訳(職員別内訳)

基本給及び決まっ
て毎月支払う手当 その他

1 0円

2 0円

3 0円

4 0円

5 0円

6 0円

7 0円

8 0円

9 0円

10 0円

11 0円

12 0円

13 0円

14 0円

15 0円

16 0円

17 0円

18 0円

19 0円

20 0円

21 0円

22 0円

23 0円

24 0円

25 0円

26 0円

27 0円

28 0円

29 0円

30 0円

0円 0円 0円 0円

※1

※2

※3　

※4

※5
※6

※7

施設・事業所名

No 職員名
職種
※2

常勤・非常勤
の別
※3

常勤換算値
※4

令和３年度 令和４年度

備考　※7賃金改善
見込額
※5

賃金改善に伴い増
加する法定福利費
等の事業主負担分
※6

賃金改善見込額　※5 賃金改善に伴い増
加する法定福利費
等の事業主負担分
※6

【記入における留意事項】

総額

備考欄には、事業実施期間中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)である場合についてはその理由を記入
すること。

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。

職員の職種（施設長、主任保育士、保育士、調理員、事務職員　等）を記入すること。

「常勤」とは、原則として施設で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務する者、又は１日６時間以上かつ20日以上勤務している者をいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については、以下の算式によって得た値とする。
〔算式〕
　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数　＝　常勤換算値

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を除く。
賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とする。
〔算式〕
令和２年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和２年度における賃金の総額×賃金改善額



別表３

申 請 者

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪（⑩-⑧）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」

返納額

合　　　　　計

２．⑪欄には、⑩欄から⑧欄を差し引いた額を記入すること。（その額が負の値となる場合は空欄とすること。）

令和　年度保育士等処遇改善臨時特例交付金精算書

事　　業　　名 総事業費
寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特
例事業

１．⑦欄及び⑧欄には、別表２により算出した額（※１～※２）を記入すること。

交付金
交付決定額

交付金
受入済額

※１ ※２



別表４

申 請 者

１．保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ｰ⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１．施設・事業所別に記入すること。行が不足する場合は、適宜行を追加して記入すること。

２．⑨欄には、別表の第３欄に定める基準額を記入すること。

３．⑩欄は⑦欄、⑧欄及び⑨欄を比較し、最も少ない額を記入すること。

４．⑪欄には、⑩欄の額を記入すること。

令和　年度保育士等処遇改善臨時特例交付金精算書内訳書

施設（事業所）名
設置・
運営主体

法人種別
（民営の場合）

施設・事業種別 総事業費
寄付金その他の

収入額
差引額

対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

①

５．⑫欄には、⑪欄の額に補助率（10/10）を乗じた額を記入すること。

合計 か所
※１ ※２



別紙３

令和４年 月 日

１．補助額

① 事業実施期間 令和４年 月 令和４年 月

令和３年度

② 補助実績額(賃金改善部分)

③ 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額

④ 調整後補助実績額(賃金改善部分)(②＋③)

令和４年度

⑤ 補助実績額(賃金改善部分)

⑥ 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額

⑦ 調整後補助実績額(賃金改善部分)(⑤＋⑥)

⑧ 補助実績額(国家公務員給与改定対応部分)

⑨ 調整後補助実績額合計(賃金改善部分)(④＋⑦)

⑩ 補助実績額合計(②＋⑤＋⑧)

２．賃金改善額

令和３年度

① 賃金改善実績額

②

令和４年度

③ 賃金改善実績額

⑥

⑦

※ 賃金改善前後の賃金を定める規定等、必要な書類を添付すること。

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明いたします。

令和４年 月 日

施 設 ・ 事 業 所 名

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

市 町 村 名

0円

施 設 ・ 事 業 所 類 型

施 設 ・ 事 業 所 番 号

～

0円

0円

0円

0円

※ ②・⑤・⑧欄については、補助基準額、年齢別平均利用児童数(見込)及び事業実施月数により算定された金額を記入するこ
と。

※ ③・⑥欄については、同一設置者・事業者が運営する他の施設・事業所から本事業の補助額の一部を受け入れた場合には当該
金額を正の値で、他の施設・事業所へ拠出した場合は当該金額を負の値で記入すること。

0円

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

⑨ 令和４年度の賃金に関する規程について、令和３年人事院
勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下
げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映して
いないこと。

④基本給及び決まって毎月支払う手当 0円

(⑤基本給及び決まって毎月支払う手当の割合) （0.0%）

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

賃金改善額合計((①＋②)＋(③＋⑥)) 0円

⑧ 本事業による賃金改善に係る計画の具体的内容を職員に周
知している

代 表 者 名

⑩ 令和４年10月以降における本事業により講じた賃金改善の
水準維持

事 業 者 名



別紙４

賃金改善内訳(職員別内訳)

令和３年度

平均 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 平均

1 0円

2 0円

3 0円

4 0円

5 0円

6 0円

7 0円

8 0円

9 0円

10 0円

11 0円

12 0円

13 0円

14 0円

15 0円

16 0円

17 0円

18 0円

19 0円

20 0円

21 0円

22 0円

23 0円

24 0円

25 0円

26 0円

27 0円

28 0円

29 0円

30 0円

0円 0円 0円 0円

※1

※2

※3　

※4

※5
※6

※7

※8

施設・事業所名

No 職員名
職種
※2

常勤・非常勤
の別
※3

常勤換算値
※4

令和３年度 令和４年度
賃金改善月額　※7

備考　※8賃金改善額
※5

賃金改善に伴い
増加する法定福
利費等の事業主
負担分　※6

賃金改善額　※5
賃金改善に伴い
増加する法定福
利費等の事業主
負担分　※6

基本給及び決
まって毎月支払

う手当
その他

令和４年度

【記入における留意事項】

総額

職員ごとの賃金改善月額について以下の算式によって得た金額を記入すること。
〔算式〕
当該月における賃金改善額÷常勤換算値＝賃金改善月額

備考欄には、事業実施期間中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)である場合についてはその理由を記入すること。

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。

職員の職種（施設長、主任保育士、保育士、調理員、事務職員　等）を記入すること。

「常勤」とは、原則として施設で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務する者、又は１日６時間以上かつ20日以上勤務している者をいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については、以下の算式によって得た値を記入すること。
〔算式〕
　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を除く。
賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とする。
〔算式〕
令和２年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和２年度における賃金の総額×賃金改善額


